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〇 県では今年度中に「第８次保健医療計画」（以下「第８次計画」）を策定すること
としているが、令和５年６月27日開催の第１回協議会において、
・第８次計画の在宅医療における目標設定の考え方
・「在宅医療の積極的な役割を担う医療機関」（以下「積極的な医療機関」）の
整理の方向性

・「在宅医療の必要な連携担う拠点」（以下「連携拠点」）の整理の方向性
について協議していただいた。

〇 その後、令和５年12月11日付で、委員の皆様に「第８次計画」の素案について意
見照会を行った。

〇 本日は、委員の皆様からいただいたご意見等を踏まえ、「第８次計画(案)」を策定
したことから、その内容についてご協議いただきたい。

〇 また、「積極的な医療機関」及び「連携拠点」の今後の進め方等についても、あわ
せてご協議いただきたい。

〇 加えて、２つの部会の協議状況についても、ご説明させていただく。

概要
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〇 協議事項

（ア）第８次保健医療計画の策定について
ア 第８次計画の目標設定の考え方について
イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況に

ついて
ウ 「積極的な医療機関」及び「連携拠点」の調整状況、

今後の進め方について
エ 第８次保健医療計画（案）について
オ 本日の協議事項

（ウ）各部会（訪問看護部会／リハビリテーション部会）の付議事項

目次︓
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〇協議事項

（ア）第８次保健医療計画の策定について
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【参考】令和５年６月27日開催
第１回神奈川県在宅医療推進協議会資料 ★左記の目標設定の考

え方について、ご了承
いただいた。

★また、「第８次計画
では、施設数といった
箱物の数よりも、サー
ビスを受けられた患者
数を目標にした方がよ
い」とのご意見をいた
だいた。

ア ８次計画の目標設定の考え方について
＜前回の協議会の振り返り＞
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【参考】令和５年６月27日開催
第１回神奈川県在宅医療推進協議会資料

＜前回の協議会の振り返り＞

ア ８次計画の目標設定の考え方について
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<第８次計画における在宅医療の目標設定について>

〇 第７次計画では「在宅療養支援診療所・病院数」や「訪問看護事業所数」など、「施
設数」を目標に掲げ、「在宅医療の需要増の割合に応じて、施設数を１,○○倍する」と
いう考え方で目標値を設定した。

〇 しかしながら、医療・介護従事者の確保が全国的にも課題となっている中では、今後
は限られた医療資源を効率的に活用していく必要があることから、第８次計画における
目標は、「施設の数」ではなく「サービスを受けられた患者数」を目標にすべき、との
ご意見をいただいた。

〇 そこで、第８次計画の在宅医療については、次のとおり目標を設定する。

ア ８次計画の目標設定の考え方について
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＜第８次計画における在宅医療の目標設定について＞

＜施設数について＞
〇 第８次計画においても指標としては設定するが、数値目標は次のとおりとする。
→ 本県の数値が、すでに全国平均を上回っている場合︓目標を「現状より増加」と

する。
→ 本県の数値が、現状、全国平均を下回っている場合︓目標を「全国平均の数値」

とする。

＜サービスを受けられた患者数について＞
〇 第８次計画の主目標とし、数値目標は次のとおりとする。
→ 今後の推計によれば、３年後（R8）の在宅需要はR4と比較して1.26倍となる。

よって、各指標のR4の数値（現状値）に1.26倍させた数値を目標とする。

ア ８次計画の目標設定の考え方について



8

イ 令和５年12月11日実施の意見照会の結果／反映状況について

〇 令和５年12月11日付けで、第８次計画（素案）について委員の皆様に意見照会を行っ
た。

〇 あわせて、令和５年12月20日〜令和６年１月19日の期間で、県民意見反映手続き（パ
ブリックコメント）を実施した。

〇 意見照会およびパブリックコメントでいただいたご意見と、その反映結果については、
次のとおり。

【意見照会・パブリックコメントの実施結果】
〇いただいたご意見の数︓

第８次計画全体︓９７件 ／ うち在宅医療に関するご意見の数︓９件



9

いただいた意見 区分 県の考え方

退院支援について

・退院時共同管理指導を受けた患者数とあるが、退院
時共同管理指導（退院前に病棟Drと退院後に関わる医

師、看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士もしくは社会福祉士が共同して指
導した場合に算定）を行わないでも退院調整を受けてい
る方はたくさんいるので、退院時共同管理指導の算定
回数だけでは退院支援の多寡に関しては議論できない。

反映

退院支援については、「退院支援を受けた患者数」
「退院時共同指導を受けた患者数」「退院調整支援
担当者を配置している医療機関数」「退院時共同指
導を実施している医療機関数」を第８次計画の指標
として位置づけ、様々な指標を用いて退院支援の多
寡について把握してまいります。

在宅医療提供体制の充実について

・県と連携する組織として、ケアマネ協会や看護協会、
訪問看護協会なども入れておいた方がよいのではない
でしょうか。または、ざっくりとした書き方で、医療介護に
関連する団体とするのはいかがでしょうか？

反映
ご意見を踏まえ、「その他医療・介護関係団体」を追
加しました。

在宅医療提供体制の充実について

・「かながわ地域看護師」との単語が出てきているので、
用語の解説を入れた方が良いと思います。

反映 ご意見を踏まえ、用語の解説を記載しました。

イ 令和５年12月×日実施の意見照会の結果／反映状況について
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いただいた意見 区分 県の考え方

在宅医療提供体制の充実について
・以下のとおり記載を希望する。

「県は、在宅医療の受け皿拡大に向け、在宅医療の提
供に必要な設備整備等に対する支援を行うとともに、

在宅歯科医療の受け皿拡大に向け、地域における訪問
歯科診療の拡大に向けた取組を推進します。

在宅療養高齢者が必要な口腔ケア・歯科治療を受ける
機会を増やすための取り組みを推進します。」

反映
いただいたご意見を参考に、８次計画の本文に反映
しました。

在宅医療提供体制の充実について
・以下の文言の追記を希望する。

「県は県歯科医師会が統括する在宅歯科医療連携室と
協力し、人材の育成を含めた研修、多職種との連携、
在宅歯科医療の推進を図る。」

反映
いただいたご意見を参考に、８次計画の本文に反映
しました。

在宅歯科について

・歯科口腔機能管理の一体的な流れや県歯科医療地
域連携室の連携強化、医療的ケア児への対応の記述
が少ない。

反映

歯科医療地域連携室の推進については８次計画に
記載させていただきました。

なお、医療的ケア児については、計画全般の整理の
関係から、第１章第５節「小児医療」及び第４章第３
節「障がい者対策」で整理させていただいています。

イ 令和５年12月×日実施の意見照会の結果／反映状況について
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いただいた意見 区分 県の考え方

在宅歯科について

・歯科口腔機能管理の一体的な流れや県歯科医療地
域連携室の連携強化、医療的ケア児への対応の記述
が少ない。

一部
反映

歯科医療地域連携室の推進については８次計画に
記載させていただきました。

なお、医療的ケア児については、計画全般の整理の
関係から、第１章第５節「小児医療」及び第４章第３
節「障がい者対策」で整理させていただいています。

薬局・薬剤師の役割について
・第8次神奈川県保健医療計画においても国の指針の

通り県内地域包括ケアシステムの確実な推進・充実の
ため在宅医療における薬局・薬剤師の役割について明
記いただきたい。

反映
いただいたご意見を参考に、現状・課題の説明の中
で、薬局が担う役割について追記しました。

医薬品について

・在宅医療提供体制の充実、急変時の対応体制の充実
が示されているが、これらにとって重要なのは診療のみ
ならず円滑な医薬品提供体制が不可欠である。した
がって、県内の医薬品提供体制の更なる充実について
も検討課題であることを引き続きご理解いただきたい。

参考
〇在宅医療に必要な医薬品の適正な提供体制につ
いて今度も検討してまいります。

イ 令和５年12月×日実施の意見照会の結果／反映状況について
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ウ「積極的な医療機関」及び「連携拠点」の調整状況、今後の進め方について

【参考】令和５年６月27日開催
第１回神奈川県在宅医療推進協議会資料

＜前回の協議会の振り返り＞
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【参考】令和５年６月27日開催
第１回神奈川県在宅医療推進協議会資料

★左記の考え方
について、ご了
承いただいた。

＜前回の協議会の振り返り＞

ウ「積極的な医療機関」及び「連携拠点」の調整状況、今後の進め方について
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【参考】令和５年６月27日開催
第１回神奈川県在宅医療推進協議会資料

＜前回の協議会の振り返り＞

ウ「積極的な医療機関」及び「連携拠点」の調整状況、今後の進め方について
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【参考】令和５年６月27日開催
第１回神奈川県在宅医療推進協議会資料

＜前回の協議会の振り返り＞

ウ「積極的な医療機関」及び「連携拠点」の調整状況、今後の進め方について
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【参考】令和５年６月27日開催
第１回神奈川県在宅医療推進協議会資料

★左記の考え方
について、ご了
承いただいた。

★ただし、連携
拠点に求められ
る事項のうちの
「障害福祉」の
取扱について、
ご意見をいただ
いた。

＜前回の協議会の振り返り＞

ウ「積極的な医療機関」及び「連携拠点」の調整状況、今後の進め方について
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＜「積極的な医療機関」について＞

〇令和５年度第１回協議会後の調整経緯／今後の進め方
・前回の協議会後、「積極的な医療機関」の整理に向けて県医師会へ協力を依頼し、調整を行う中
で、より地域の在宅医療に根差した医療機関を選定するため、前回の協議会での整理をベースに、
各郡市医師会から医療機関を推薦していただくこととなった。

・また、各郡市医師会からの推薦は令和６年３月末までにご提出いただくこととなった。

・「積極的な医療機関」は最終的に当協議会において決定していただくこととなるが、上記の経緯
から、令和６年度第１回目の協議会において、推薦のあった医療機関をお示しし、「積極的な医
療機関」として選定するための協議を行うこととしたい。

ウ「積極的な医療機関」及び「連携拠点」の調整状況、今後の進め方について
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○ ただし、各郡市医師会管内に機能強化型在支診・在支病が少ない場合や、
機能強化型在支診・在支病以外の医療機関がイの要件を満たす場合は、推薦
対象とする。

○ 各地域の在宅医療連携拠点の事業への積極的な協力の実績があることなど

機能強化型在支診・在支病であること（いずれも単独型・連携型）

地域の在宅医療に根差した連携の実績があること

位置づけることについて医療機関の同意が得られていること

ア

イ

ウ

原則として、次のすべての要件に該当する医療機関を推薦対象とする。

ウ「積極的な医療機関」及び「連携拠点」の調整状況、今後の進め方について

＜参考︓「積極的な医療機関」の推薦基準＞
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○ 原則として、各郡市医師会から１以上の医療機関の推薦をお願いする。

○ ただし、郡市医師会単独での御推薦が困難な場合は、二次医療圏で最低1以上
の医療機関の推薦を確保するため、同一の二次医療圏内の他の郡市医師会の推薦
状況の確認や他の郡市医師会からの推薦の依頼など、調整をお願する。

○ 政令市の郡市医師会については、各区1以上といった要件は設けないが、可能
な限り、各区のバランスに配慮した御推薦をお願いする。

＜参考︓「積極的な医療機関」の推薦数＞

ウ「積極的な医療機関」及び「連携拠点」の調整状況、今後の進め方について



〇 令和５年度第１回協議会後の調整経緯／今後の進め方
・前回の協議会で、在宅医療・介護連携推進事業の実施主体である市町村を連携拠点に位置付ける方
向性については了承いただいたものの、「障害福祉」の取扱いについて委員からご意見をいただい
た。（令和５年６月）

・その後、事務局（県医療課）から、厚生労働省に対し、「在宅医療・介護連携推進事業の対象とし
て障害分野を加えた場合でも財源的（地域支援事業交付金）には問題がないか」と問い合わせを
行った。（令和５年７月）

・その後、令和６年１月になって、「在宅医療・介護連携推進事業の対象として障害分野を加えるこ
とは差し支えない」との回答が厚生労働省からあった。

・上記の経緯から、市町村に「連携拠点」の位置づけについて説明ができていないことから、令和６
年度第１回目の協議会において、市町村との調整結果等をご報告させていただきたい。（令和６年
２月13日に市町村説明会を実施予定） 20

ウ「積極的な医療機関」及び「連携拠点」の調整状況、今後の進め方について

＜「連携拠点」について＞



12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ・・・

① 県医師会、郡市医師会へ推薦依頼

② 郡市医師会から県医師会へ推薦提出

③ 県医師会にて取りまとめ・県へ提出

④ 県在宅医療推進協議会で協議

⑤
県から医療機関へ選定結果を文書で発出
／位置づけの開始

在宅医療に必要な連携を担う拠点

⑥ 市町村説明の実施

⑦ 県在宅医療推進協議会で報告

⑧
位置づけについて県から市町村へ文書を発出
／位置づけの開始

在宅医療に積極的な医療機関

令和６年度令和５年度＜今後のスケジュール(予定)＞

⇒ 上記２事項ともに位置づけの開始が令和６年８月頃となるため、第８次計画には上記２事項は盛り込まない。
（第８次計画の中間見直しの際に、上記２事項について計画に記載する。） 21

ウ「積極的な医療機関」及び「連携拠点」の調整状況、今後の進め方について
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エ 第８次保健医療計画（案）について

〇 ここまで、「第８次計画の目標設定の考え方」、「意見照会の結果・反映状
況」、「積極的な医療機関／連携拠点の調整状況」についてご説明をさせていた
だいた。

〇 これらを踏まえ、第８次保健医療計画（案）を作成した。

⇒ 第８次計画（案）は別添「参考資料１」のとおり。
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オ 本日の協議事項（第８次保健医療計画について）

〇 下記の２事項について、ご承認いただきたい。

・第８次保健医療計画（案）について

・「積極的な医療機関」及び「連携拠点」の今後の進め方について
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〇．協議事項

（ウ）各部会の付議事項（訪問看護部会／リハビリテーション部会）
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【令和５年度第２回訪問看護部会 概要】

各部会の付議事項（訪問看護部会）

日時 令和５年10月26日（木）~令和５年11月17日（金）

方法 書面開催

議題 〇第８次保健医療計画素案たたき台(訪問看護該当部分）について
〇令和５年度看護職員就業実態調査 (訪問看護ステーション)調査票(案)について

報告 〇令和４年度看護職員就業実態調査(訪問看護ステーション）結果について(概要）
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【令和５年度第３回訪問看護部会 実施予定】

日時 令和６年２月26日（月） 10時00分から12時00分まで

方法 オンライン（ＺＯＯＭ）

議題
〇第８次神奈川県保健医療計画（訪問看護該当部分）について
〇令和６年度訪問看護推進支援事業について
〇令和５年度看護職員就業実態調査(訪問看護ステーション)について(令和６年度実施）

報告 〇令和５年度訪問看護推進支援事業について
〇令和４年度看護職員就業実態調査(訪問看護ステーション)結果について

各部会の付議事項（訪問看護部会）
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【令和５年度第１回リハビリテーション部会 概要】

日時 令和５年９月19日（火）

方法 オンライン（ＺＯＯＭ）

協議
〇地域リハビリテーションに関する実態把握のための調査結果に基づく施策の検討に
ついて

〇第８次保健医療計画における「地域リハビリテーション」素案たたき台について

報告
〇部会の設置要綱の改正について

〇令和４年度のリハビリテーション委託事業の実績報告について

各部会の付議事項（リハビリテーション部会）
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【令和５年度第２回リハビリテーション部会 実施予定】

日時 令和６年２月13日（火） 19時00分から20時30分まで

方法 オンライン（ＺＯＯＭ）

協議

〇第８次神奈川県保健医療計画における「地域リハビリテーション」の計画案につい
て

〇第９期かながわ高齢者保健福祉計画における「地域リハビリテーション支援体制の
推進」の計画案について

報告 〇リハビリテーション従事者向けの研修の実施について

各部会の付議事項（リハビリテーション部会）
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説明は以上です。

― 次ページ以降は参考資料 ―



【参考】第８次保健医療計画における目標設定について

〇「在宅医療」︓第８次保健医療計画における目標設定の考え方

・国指針に基づき、６年後ではなく３年後（令和８年度）の目標を設定する

・令和５年６月27日の神奈川県在宅医療推進協議会での意見を踏まえ、「診療所・病院」など
の施設数ではなく、「サービスを受けられた患者数」に着目した目標設定とする。
⇒ サービスを受けられた患者数︓具体な数値目標を設定 ・・・Ａ
⇒ 診療所や病院等の施設数︓具体な数値目標は設定せず、「増加させる」ことを

目標とする。ただし、他の計画ですでに目標値を設定している指標などについ
ては、その整合を図る観点から数値目標を設定することを妨げない。・・・Ｂ

・上記Ａにおいて数値目標を設定に当たっては、「在宅需要の今後の伸び率」を勘案して設定
することとする。（詳細は後述）



〇数値目標の設定の考え方
・医療課では独自に今後の在宅医療需要を推計し、令和５年７月28日開催の第２回神奈川県保健
医療計画推進会議で委員にお示しした。

・第８次計画における在宅医療の数値目標の設定に当たっては、当該推計値をもとに算出すること
とする。

二次医療圏／年 2022 2025 2030 2035 2040 2045
1412̲横浜 1.00 1.23 1.43 1.60 1.71 1.72
1404̲川崎北部 1.00 1.36 1.64 1.89 2.09 2.16
1405̲川崎南部 1.00 1.13 1.28 1.41 1.51 1.53
1406̲横須賀･三浦 1.00 1.10 1.22 1.30 1.32 1.24
1407̲湘南東部 1.00 1.16 1.37 1.55 1.65 1.65
1408̲湘南西部 1.00 1.20 1.43 1.62 1.73 1.68
1409̲県央 1.00 1.20 1.45 1.65 1.74 1.70
1410̲相模原 1.00 1.29 1.58 1.82 1.98 1.97
1411̲県西 1.00 1.14 1.29 1.41 1.46 1.40
総計 1.00 1.21 1.42 1.59 1.70 1.69

〔在宅医療の推計〕※第２回保健医療計画推進会議の資料より

※2022年を「１」とした場合の
2045年までの需要推計。

※当該推計の最下段にある「総計
（県全体の数値）」に着目する。

【参考】第８次保健医療計画における目標設定について



〇数値目標の算出方法
・2022年（Ｒ４年）を基準とした場合、2030年（Ｒ12年）には需要が「1.42倍」となる。
・この数値から１年あたりの伸び率を算出すると「0.0525倍／年」となり、計画目標年度で
ある2026年（Ｒ8年）には「1.26倍」となる。

・よって、各指標の目標数値は、2022年（Ｒ４年）の現状値に1.26倍を乗じた数値とする。

二次医療圏／年 2022 2025 2030 2035 2040 2045
1412̲横浜 1.00 1.23 1.43 1.60 1.71 1.72
1404̲川崎北部 1.00 1.36 1.64 1.89 2.09 2.16
1405̲川崎南部 1.00 1.13 1.28 1.41 1.51 1.53
1406̲横須賀･三浦 1.00 1.10 1.22 1.30 1.32 1.24
1407̲湘南東部 1.00 1.16 1.37 1.55 1.65 1.65
1408̲湘南西部 1.00 1.20 1.43 1.62 1.73 1.68
1409̲県央 1.00 1.20 1.45 1.65 1.74 1.70
1410̲相模原 1.00 1.29 1.58 1.82 1.98 1.97
1411̲県西 1.00 1.14 1.29 1.41 1.46 1.40
総計 1.00 1.21 1.42 1.59 1.70 1.69

〔在宅医療の推計〕※第２回保健医療計画推進会議の資料より

【参考】第８次保健医療計画における目標設定について



【参考】第８次保健医療計画における目標設定について

〇 第８次計画の出来上がりイメージ

現状より増加

現状より増加

種別 コード 指標名 出典 
現状 
（年度） 

目標値 
（令和８年度） 

初期 C101 退院調整支援担当者を配置してい
る一般診療所・病院数 

厚生労働省,医療
施設調査 

２０１（R2） 
 

 C102 退院時共同指導を実施している診
療所数・病院数 

厚生労働省,NDB １１７（R3） 
 

中間 B101 退院支援を受けた患者数 
（レセプト件数） 

厚生労働省,NDB 27,571（R４） 
 

 B102 退院時共同指導を受けた患者数
(レセプト件数) 

厚生労働省,NDB 2,900（R3） 
 

 
①の算出について：

27,571（Ｒ４の数値） × 1.26 ＝ 34,739

②の算出について：
2,900（Ｒ３の数値） × （1.26 ＋ 0.0525）※ ＝ 3,799

34,739 ・・・①

3,799 ・・・②

直近の把握数値が令和３年度のため、0.00525倍／年を加えて算出。
ここでは1.31とした。

「施設数」については具体な
数値目標は設定しない。

「サービスを受けた患者数」
については具体な数値目標
を設定。



【参考】推計方法と留意点
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推計方法
• 以下の式に基づき推計を行った。人口については、2022年は実人口＊1 、2025年以降は推計人口＊2を用

いた。
• 入院（一般・療養）

• Σ （（入院受療率 人口千人対（一般・療養）＊3 × 性・年齢階級別人口*1,2）/ 1,000）
• 在宅医療

• ① 在宅受療率（人口10万人対）＝(訪問診療の性・年齢階級別 訪問診療料のレセプト件数＊4 /
性・年齢階級別人口*5）× 100,000

• ② 推計レセプト件数 ＝ Σ（（①在宅受療率 × 性・年齢階級別人口*1,2 ）/ 100,000））

留意点
• 推計は、各調査等年度の性・年齢階級別の受療動向が将来も同一であるという仮定に基づき行った。その

ため、今後の制度改正や社会情勢の変化は反映していない。
• 入院と在宅医療の推計数は、使用しているデータが異なっているため、増加または減少のトレンドは比較

できるものの、単純な数値の比較（増減率含む）はできない。
• 介護需要は、かながわ高齢者保健福祉計画（第8期 2021年度から2023年度）の値を用いた。

【出典】
＊１） 総務省「令和4年1月1日住民基本台帳年齢階級別人口」 ＊２）国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」
＊３） 厚生労働省「患者調査」（平成29年） ＊4） 厚生労働省「第7回NDBオープンデータ」 *5)  総務省「平成31年1月1日住民基本台帳年齢階級別人口」
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以上です。


